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No. 御意見 総務省の考え方 

１ ワイヤレスブロードバンドサービスである広帯域移動無線アクセ

スシステム(ＢＷＡシステム)につきましては、社会的認知も向上し、

多くのユーザーに利用を頂いている状況と認識しております。 

しかしながら、使用する周波数の特性などにより、現状においては建

物内等の屋外基地局からの電波が減衰する場所においては、通信が困

難（圏外）となったり、ＢＷＡシステム本来の高速通信サービスを享

受頂けなかったりするケースがまだまだ存在しています。 

今般のフェムトセル基地局活用に係るガイドラインの整備におい

ては、従来の携帯電話用フェムトセルに加えて、ＢＷＡ用フェムトセ

ルに関する内容が盛り込まれており、ＢＷＡ用フェムトセルが活用で

きるようになった場合、従来の屋外基地局のみではサービス提供エリ

アが圏外となっていた個人宅内のエリア解消の実現など、今後更なる

利用者の利便性向上が期待できるものと思われることから、本ガイド

ラインの改定について、賛同を致します。 

【ＵＱコミュニケーションズ株式会社】 

本ガイドライン改定案への賛同意見として承りま

す。 

 



 

２ BWA事業者は、フェムトセル基地局の接続に用いられるブロードバ

ンド回線事業者様との間において、携帯電話事業者とほぼ同等の対応

が求められております。 

しかしながら、音声伝送サービスを行なわない BWAにおいては、通

話品質の確保、緊急通報位置情報通知などが対象外となっており、そ

れに伴いブロードバンド回線事業者様との事前協議も簡素化される

ものと考えており、ガイドラインが更に見直しされることを要望致し

ます。 

また、ブロードバンド回線事業者様に協議を求めても、協議依頼に

返答をいただけないブロードバンド回線事業者様も少なからず存在

し、お客様が希望するフェムトセル基地局の設置が進まないケースも

あると聞いております。そのため、ブロードバンド回線事業者様から

一定の期間（１ヶ月以内）経過後も接続拒否の意思表示がない場合は、

暫定的にフェムトセル基地局の設置を進める場合があるなど、お客様

のご要望に応えられるよう、一定のルールを定めることを要望致しま

す。 

尚、「フェムトセル基地局の活用に向けた電波法及び電気通信事業

法関係法令に関する取扱方針」（平成 20年 4月 17日）においては、

利用者の設備とする売切り制の形態について検討課題となっており

ました。従いまして、将来的には、更なる利便性向上のため、無線 LAN

機器のようにお客様が量販店などで購入して利用している ISPに関係

なく自由に設置できるようなフェムトセル基地局の売切り制が実現

されるよう、規制緩和していただくことを要望致します。 

【Wireless City Planning 株式会社】 

 本ガイドラインは、フェムトセル基地局の円滑な

開設及び適正な運用を確保するとともに、フェムト

セル基地局を活用した携帯電話サービス及び BWA サ

ービスの円滑かつ効率的な提供を実現する観点か

ら、当面想定されるフェムトセル基地局サービスの

提供形態等を考慮しつつ、携帯電話事業者及び BWA

事業者の責任関係等を含め、電波法及び電気通信事

業法関係法令の適用関係の明確化を図るものです。 

一方、御意見は、新世代ネットワーク推進フォー

ラム IPネットワークワーキンググループの「フェム

トセル基地局を利用した BWA サービスを円滑に提供

するための運用ガイドライン」（平成 25年 9月 27日

策定）において規定されている内容に関連するもの

と認識しております。 

意見に示されている事業者間の事前協議の在り方

やフェムトセル基地局の売切り制については、同ワ

ーキンググループにおける議論と承知しており、本

意見募集の対象ではありませんが、今後、同ワーキ

ンググループにて議論が行われる際の参考意見であ

ると考えております。 

 



 

３ １．本件改定案は、「同規則」を「同令」に直しています。 

 しかし、これらのうち電波監理委員会という独立行政委員会が制定

した「規則」については、「同規則」のままでもよいのではないでし

ょうか？ 

２．同案 II.１（２）では、「（昭和 25年電波監理委員会規則第 18号）」

という文言に取消線を引いていますが、他の部分との均衡から、この

文言は、残すべきだと思います。 

３．同２（２）１）の見出し中では、「扱い」が「取扱」に改められ

ていますが、同案 II.や同１の見出しとの均衡などから「取扱い」と

するべきだと思います。 

４．他方、同２）及び３）の見出しでは、「扱い」のままとなってい

ますが、これでよいのでしょうか？ 

５．同１）第３段落では、「フェムトセル基地局は」という文言が加

えられています。 

 しかし、この文言は、「適用対象外となる。」という文の主語になる

重要な文言であると思われることから、その後に「、」を加えるべき

だと思います。 

６．そして、同第４段落中の「フェムトセル基地局は」という文言の

後にも、同様に「、」を加えるべきだと思います。【個人Ａ】 

御意見を踏まえ、一部の記載について修正してお

ります。 

 

 


